
 

 

 

 

 

 

福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視協議会 

令和３年度第５回環境モニタリング評価部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         日 時 令和４年３月８日（火曜日） 

             １０時００分～１１時３０分 

         場 所 オンライン開催 

             （事務局：福島県庁北庁舎２階小会議室） 

                  （福島市杉妻町２－１６） 
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１．開 会 

○事務局 

  ただいまより、令和３年度第５回福島県原子力発電所の廃炉に関する安全監視

協議会環境モニタリング評価部会を開催いたします。 

 

２．あいさつ 

○事務局 

  開会に当たりまして、当評価部会の部会長である福島県危機管理部政策監の伊

藤よりご挨拶を申し上げます。 

○伊藤部会長 

  おはようございます。本日はお忙しいところ、環境モニタリング評価部会にご

出席をいただきありがとうございます。 

  本日も、新型コロナの関係からオンライン開催とさせていただいております。

ご不便をおかけするかと思いますが、ご了承をお願いいたします。 

  昨年１１月に、東京電力からＡＬＰＳ処理水の海洋放出に係る放射線影響評価

結果が示されたところでございます。それ以降、１２月、１月、そして先月の２

月と、皆様には内容についてご確認をいただいたところでございます。 

  本日は引き続き、また追加でいただいたご意見を中心に、東京電力からそれに

ついての説明を求めたいと考えてございます。忌憚のないご意見を賜りますよう

お願いいたしまして、挨拶に代えさせていただきます。本日はどうぞよろしくお

願いいたします。 

○事務局 

  本日ご出席の専門委員、市町村及び説明者の方々につきましては、配付してお

ります名簿でのご紹介とさせていただきます。 

  また、本日、外部の有識者として、海洋モデル拡散シミュレーションをご専門

とされている公益財団法人海洋生物環境研究所顧問の水鳥雅文様にもご参加をい

ただいております。 

  それでは、これから議事に入ります。部会長である福島県危機管理部政策監の

伊藤を議長として進めてまいります。 
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３．議事（協議会設置要綱に基づき、伊藤部会長が議長として議事を運営。） 

○議長 

  それでは、早速議事に入ります。 

  議事、１つでございますが、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に係る放射線影響評価

結果の報告書についてを議題といたします。 

  では、追加のあったものに対して東京電力から説明を受けた後に、改めて質疑

をお受けしたいと考えております。 

  では、東京電力の説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

○東京電力 

  東京電力の岡村でございます。これから内容の説明をさせていただきます。説

明は資料の１－３で説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、いただきました追加のご意見への回答を始めさせていただきます。 

  まず１ページ目、ちょっとページが上と下で位置がずれていることがあります

けれども、申し訳ありません。 

  まず、Ｎｏ．４というご意見でございまして、「モニタリングデータから変動

範囲を見極め、異常値を今後設定していく」となっているが、何を異常と考える

かが非常に曖昧である。放出管理上の規定からすれば、放出口からトリチウム濃

度１，５００Ｂｑ／Ｌを超える処理水が放出されることが異常事態であるので、

この状況をモニタリングによってどのように検知するかを具体的にモニタリング

地点、方法、予想される濃度等を示して説明する必要がある。それからもう一つ、

モニタリングデータから異常値を設定していくとあるが、放出開始前に異常値を

設定すべきではないか。また、異常値について、運用管理値を設けている核種や、

海産物の放射性物質濃度には設定しないのか。「放出以外の場合」とは、どうい

ったことが想定されるのか。想定される事象について、検討しておくべきではな

いか。放出再開後の３日間１０地点のサンプリングを行うとあるが、その具体的

な内容はどのようなものかというご質問でございます。 

  回答でございますけれども、想定している異常なのですけれども、ご指摘のと

おりでございまして、希釈が想定どおり行われていない事象と考えてございます。

放出以外の場合ということで書いてございますけれども、考えられることといた

しましては、過去に放出された放射性物質の影響ですとか測定の異常などがあり
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得るかと思いますけれども、現時点で具体的な想定まではしてございません。希

釈に関する異常の検知ということでございますが、まず、ＡＬＰＳ処理水の流量

と希釈海水の流量の比率で監視して、さらに放水立坑における毎日のサンプリン

グ結果にて行います。 

  ２ページ目のほうに、こちらの構成図、第７回ＡＬＰＳ処理水審査会でご説明

した資料になりますけれども、左から、ＡＬＰＳからサンプルタンクに水が送ら

れてきて、二次処理をした後で測定・確認用設備のところで６４核種の濃度を測

定して確認をして、放出できることを確認していくということになります。その

後、ＡＬＰＳ処理水移送ポンプで海水移送ポンプから汲み上げてきた希釈水と混

合希釈して、海域に出していくわけでございますけれども、こちらの海水移送ポ

ンプとＡＬＰＳ処理水移送ポンプの経路上に流量計を設けて、こちらのほうでま

ず希釈率、ちゃんと水が計算どおりになっているということを確認して、そこで

確認をしていくということでございます。その後、毎日１回、放水立坑のところ

で実際に希釈された水をサンプリングして、異常のないことを確認していくとい

うことでございます。 

  海域でのモニタリングということで、こちらでも念のため異常がないことを確

認していくわけでございますけれども、海洋では放出後に希釈もありまして、濃

度を示してということもございますけれども、日々変わっていくということもご

ざいますので、現時点で定量的な基準を決めることは難しいと考えております。 

  それから、トリチウム以外の放射性物質でございますけれども、こちらのほう

は、まず浄化した上でさらに放出前に１００倍に希釈して、海域でさらに希釈さ

れるということですから、なかなか測定は難しいと考えてございます。ただ、こ

ういったことについて、今後、放出前のモニタリング状況なども踏まえて検討し

てまいりたいと考えてございます。 

  放出再開後のモニタリングということでございますけれども、こちらの２ペー

ジの図にある青い丸で囲った７地点と、あと新しく追加する赤い丸で囲った３地

点、こちらのほうで、通常は週 1 回トリチウムを測定していくのですけれども、

放出再開直後、３日間連続で実施して、異常のないことを確認していくという計

画でございます。こちらのほうは３ページ目のほうですね。異常値を確認した際

の対応手順ということで、こういったことを記載させていただいてございます。 
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  ご質問Ｎｏ．４については以上でございます。 

  それから、次にＮｏ．７のご質問への回答でございます。 

  海水と接触することで沈殿が生じ、沈殿物が放出口から放出されることはない

のかというご質問でございますが、こちらにつきましては、ＡＬＰＳ処理水中の

放射性物質の一部が海水中の浮遊粒子に付着することも考えられますけれども、

ＡＬＰＳ処理水の化学的な分析結果から考えて、沈殿するような、沈殿物が出て

くるような量にはならないと考えております。 

  次のページ以降に、過去にＡＬＰＳ処理水の化学分析をした結果をつけてござ

います。５ページ目が分析を行ったタンク群と、あと実際に処理水を受け入れた

時期ということで、２０１３年度から１８年度までに受け入れた水を測ったとい

うことでございます。 

  ２ページ以降に分析結果がございまして、２ページ目は一般排水ということで、

一般的な指標でございます。浮遊物質量（ＳＳ）ですとか、右端にＢＯＤなんか

もございますけれども、特に大きな数字は確認されていないということでござい

ます。 

  それから、３ページ以降、有害物質等について、あるいは金属関係、そういっ

たものも記載してございますけれども、特に異常な数字は検出されていないとい

うことでございます。ＡＬＰＳの処理の過程で濾過等も行いますので、こういっ

た数値になってございます。 

  ７については以上でございます。 

  それから、Ｎｏ．８の追加のご質問についての回答でございます。 

  ご質問の内容は、一般的に外洋に面した海域の流況は複雑で、こうした海域の

拡散評価においては、現地観測データなどから沿岸に沿った代表的な海流分布や

静穏時の年間の頻度などに基づき拡散範囲を評価することが多い。一方、今回の

拡散評価において用いられた領域海洋モデル（ＲＯＭＳ）は、高解像度で海域流

動場の変動を再現することができるため、より実態に近い海域拡散評価を可能と

していると考えられるということで、こちらのほうはコメントをいただきました

けれども、ご指摘のとおり、後ほどまたご説明しますけれども、福島第一原子力

発電所事故後に流出したセシウムの再現計算で再現性を確認した領域海洋モデル

を高解像度化して適用しているため、拡散状況の再現性は高いものと考えており
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ます。 

  次に、Ｎｏ．９のご質問でございます。潮汐による駆動力は考慮されているか

確認したいということでございます。 

  回答ですが、潮汐による駆動力は考慮してございます。報告書のほうに読み取

れるような形で記載ができていないということがございますので、改訂の際に、

どこからデータを取ってきたかとか、そういったことについて記載していきたい

と考えてございます。 

  ９は以上でございます。 

  次に、Ｎｏ．１０でございます。 

  使用されている領域海洋モデル（ＲＯＭＳ）は鉛直方向にσ座標系を用いてい

ると思うが、一般的にσ座標系による拡散計算では、海底地形の急変部などにお

いて水平拡散項の誤差が発生しやすいと言われている。本海域の処理水拡散シミ

ュレーションにおいて、こうした誤差の影響の有無や対応について考えを伺いた

いということでございます。 

  回答でございます。ご指摘のとおり、シミュレーションのメッシュの大きさか

らも海底地形を詳細に再現できているものではありません。さらに海底地形の急

変による誤差が大きくならないように海底地形について平滑化処理を行ってござ

います。平滑化処理によるシミュレーション結果への影響は必ずしも把握できて

いないのですけれども、シミュレーション自体の誤差等はありますが、本シミュ

レーションは福島第一原子力発電所事故後に放出されたセシウムの再現計算を行

って、モニタリングデータとの比較により再現性を確認してございます。こちら

についても、後ほどまたご説明いたします。引き続き、シミュレーションの高度

化に取り組んでまいります。 

  次に、Ｎｏ．１１のご質問でございます。 

  これまでのモニタリング評価部会の議論の中で、海底トンネル出口や港湾施設

の近傍域での処理水の拡散評価に関する意見が散見される。ただ、現在使用され

ているモデルで近傍海域を細かくシミュレーションすることは、計算対象領域が

広範囲なこともあり、限界があるように思われる。別途のアプローチ（モデル）

で、こうした近傍海域での処理水の拡散挙動に着目した検討を行うことも考えら

れるのではないかというご質問でございます。 
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  回答ですが、ご指摘のとおり、現状のシミュレーションで、放水口周辺の拡散

を細かくシミュレーションすることは困難でございます。ＡＬＰＳ処理水は、放

水口におけるトリチウム濃度が法令基準値の４０分の１の濃度である１，５００

Ｂｑ／Ｌ未満となるまで海水により希釈したものであること、及びトリチウム以

外の放射性物質を法令基準値未満まで浄化し、放水口では１００倍以上に希釈し

たものであり、放水口近傍の詳細な拡散評価が必ずしも必要とは考えておりませ

んでしたが、いただいたご意見も踏まえて引き続き検討してまいりたいと考えて

ございます。 

  Ｎｏ．１２でございます。 

  評価に使用する海水中放射性物質濃度の範囲として、３ｋｍ×３ｋｍや、２０

ｋｍ×２０ｋｍではなく、１０ｋｍ×１０ｋｍとした技術的な根拠について説明

してもらいたいというご質問でございます。 

  回答でございますが、１６ページに参考といたしまして、こちらのほうも原子

力規制庁の審査会に提出した資料でございますが、図がついてございます。こち

らをご参照しながらお聞きください。 

  回答でございます。最寄りの漁港が５ｋｍ以上離れており、発電所周辺で漁業

を行う場合は、漁港から出港して発電所周辺に移動して漁業を行い、漁港に帰る

こととなります。図のほうで、最寄りの漁港というのが図の一番上のあたりです

ね。請戸川の河口のところに請戸漁港があるということでございます。ここまで

の距離が５ｋｍ以上離れてございます。実際には発電所側とは反対側でも漁業を

行うということで、これより請戸漁港が漁業を行う場合は１０ｋｍ×１０ｋｍの

範囲より下のほうでも行われていることになります。ですが、保守的に発電所側

だけで漁業を行うものとして、南北５キロずつの範囲として１０ｋｍ×１０ｋｍ

といたしました。３ｋｍ×３ｋｍ、あるいは５ｋｍ×５ｋｍとした場合には、エ

リアの近くで共同漁業権非設定区域の中が多くなってしまうということで、ちょ

っと現実的ではないだろうと考えております。また、漁港の位置を中心として操

業区域を考えれば、２０ｋｍ×２０ｋｍといったことも考えられますけれども、

漁港よりも遠いところを評価範囲とするということは、影響を小さく見積もるこ

とになることから、漁港までの距離を基に範囲を１０ｋｍ×１０ｋｍといたしま

した。 
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  １７ページをご覧ください。Ｎｏ．３１でございます。 

  ５００ｍ３という放出量は、ＡＬＰＳ処理水の量と思われる。実際には、１００

倍以上の希釈用海水とともに放出することとなるが、その状況においても、シミ

ュレーションの結果に変わりがないかどうかを確認し、示してもらいたいという

ことでございます。 

  こちらでございますが、現在のシミュレーションは、１メッシュの中に放射性

物質を放出して、海流等によって拡散していく状況の計算を行っておりまして、

そもそも希釈用海水による希釈というものは考慮してございません。希釈用海水

による流速、放出のときの流速も考慮していないことになりますので、放水口周

辺については濃度分布が全く変わらないということはないと思いますけれども、

放射性物質の放出量としては変わりがないということで、放水口から離れた場所

では大きな違いがないと考えてございます。 

  Ｎｏ．３６でございます。 

  ２０１４年と２０１９年を対象年とした理由を説明いただきたい。また、これ

らの対象年の海象状況が特異な年ではないことを確認しているか伺いたいという

ことでございます。 

  回答でございますが、１９ページに、先ほどちょっと触れました福島第一の事

故後の海に放出されたセシウムの再現計算の結果をお示ししてございます。こち

らは２０１３年から２０１６年まで４年分やってございますが、こちらをご覧い

ただきますと、年ごとの福島第一自体から出ているセシウムの量が違うので、濃

度としてはだんだん低くなっているのですけれども、拡散の形状ですね、すみま

せん、ちょっと説明しなかったのですけれども、こちらの海域を色分けしたのが

シミュレーションの結果で、この色つきの丸で示しているのがモニタリングの結

果ということになります。全体的にモニタリングの結果とは良い一致を見せてい

るということと、シミュレーションでお示しした拡散の形状というのは、濃度が

違えど、形としては大体同じような形を示しているところでございます。 

  こういった意味で、この中からは２０１４年をまず選択いたしまして、ここに

最新のデータとして２０１９年を追加したということでございます。２０１３年

から１６年の変動は小さいということと、あと２０１９年と比較しても特に大き

な違いは見られなかったということで、特異な年ではないものと考えてございま
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す。 

  次に、２０ページ、Ｎｏ．３７でございます。 

  再循環については、沖合１ｋｍの地点から放出されることから、「再循環しに

くい」配置になっていると理解するが、例えば、概要版スライド２７、２８を見

ると、再循環する状況が出現する可能性も完全には否定できないように思われる。

シミュレーション結果からは、どの程度（頻度や濃度など）の再循環が想定され

るか分析できないか伺いたいということでございます。 

  ご指摘のとおり、放出したトリチウムの一部は取水口から取り込まれることと

なりますが、取水を行う５、６号機放水口付近の年間平均濃度は２Ｂｑ／Ｌに満

たない程度です。ということで、２１ページ、年間平均の拡散の状況でございま

す。こちらのほう、年間を通じて見ますと、２Ｂｑ／Ｌに満たない程度だと。１

～２Ｂｑ／Ｌの範囲ということでございますので、１，５００Ｂｑ／Ｌという放

水口の基準に比べると、０．１％程度にすぎないということで、再循環の影響は

ほとんどないものと考えてございます。 

  Ｎｏ．３８でございます。 

  海域流動計算結果の再現性を確認するために、海域流動計算結果と現地観測デ

ータとの比較結果や典型的な海域流動分布の計算結果などを示してほしいという

ことでございます。 

  こちらも、先ほどお示しした２０１３年から２０１６年の結果ともう一つ、福

島第二の岩沢付近のグラフを２３ページにお示ししてございます。こちらは先ほ

どと同じご説明になりますけれども、過去の実気象、海象のデータにより事故に

よって漏えいした海水中セシウム濃度の再現計算を実施して、再現性が高いこと

を確認したというものになります。 

  左側の図は、福島第二、岩沢海岸、広野火力の北側になりますけれども、こち

らの点でモニタリングを行った結果とシミュレーションの結果を比較したものと

いうことになります。赤い点と青い点がそれぞれ移動平均を取ったものでござい

まして、どうしても中間的な多くの変化はなかなか再現できないのですけれども、

移動平均のところで見ると、おおむねモニタリングデータと大きな違いはないと

いうことでございます。 

  これは縦軸がｍ３当たりとなっていますので、通常の／Ｌの１，０００分の１、
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リットルに直すには１，０００で割る形になりますけれども。 

  右端のほうにいきますと、モニタリングのデータが設定のデータですね、これ

が移動平均のデータよりも大分上のほうに来ているような傾向が見られるところ

があるのですけれども、こちらは河川ですとか、シミュレーションの中に取り込

みきれていない外部のセシウムの影響が見られていると推定されてございます。 

  次に、Ｎｏ．３９でございます。 

  表５－６から５－９の評価に使用する海水中濃度における最上層平均濃度と全

層平均濃度との相対的な関係を理解するために、海表面だけでなく中間層や海底

層の濃度分布や鉛直分布を示して説明してほしいということでございます。 

  次の２５ページに、中層と底層、海面下４ｍと海面下１０ｍの濃度分布をお示

ししてございます。上にあるのがもともと報告書に記載している断面図でござい

ます。断面図をご覧いただきますと、放水口のところが一番高い濃度で、徐々に

拡散していくという濃度になっていくところでございますけれども、トンネル出

口東西断面図、左上の図を見ていただくとおわかりになるとおり、左側は陸側に

なりますけれども、陸側のほうはあまり拡散が進まないで濃度が高いということ

でございます。この結果が下の図の底層、右端の海面下１０ｍの図、それから海

面下４ｍの図ということで、ちょっと陸側のほうにこうした高い濃度が出てくる

といった結果になってございます。 

  次に、Ｎｏ．４４でございます。 

  「ＡＬＰＳ処理水の海洋放出を行った場合の人および環境への放射線の影響に

ついて、安全性を評価する。」としているが、実施計画においては設計段階の評

価結果が示されているが、重要な論点であり県民の関心事であり、わかりやすく

説明のことということでございます。 

  こちらでございますが、参考資料１といたしまして、１月２７日ですか、ＡＬ

ＰＳ処理水審査会合の資料から抜粋したものでございまして、こちらの臨時の専

門部会等でいただいたご意見等も踏まえまして、いろいろと説明を追加した資料

になってございます。時間の関係もありますので、この内容は全部説明するとい

うことはございませんけれども、４２ページ、常にご覧になっている方もいらっ

しゃるとは思いますけれども、次回改訂の方向性ということで、主な改訂の予定

のところをご説明しております。こういったこれまでのご指摘ですとか、そうい



- 10 - 

ったものを踏まえて、追加の記載等も入れて、それでよりわかりやすくなるよう

に改訂していきたいと考えてございます。以上でございます。 

  それから、Ｎｏ．４５でございます。 

  「「ＡＬＰＳ処理水の海洋放出について設計段階の人に対する被ばく評価を行

った、複数のソースタームと複数の食品摂取量を設定して計算を行った結果、年

間の被ばく量は１．７Ｅ－０５ｍＳｖ／年～２．１Ｅ－０３ｍＳｖ／年と、ＩＣ

ＲＰ一般公衆の線量限度１ｍＳｖ／年はもとより国内の原子力発電所の線量目標

値０．０５ｍＳｖ／年も大きく下回った。」としているが、その評価及び結果の

概要についても別途わかりやすく説明のことということでございまして、こちら

も先ほどのコメントと同じ回答でございます。改訂の際によりわかりやすくなる

ように工夫してまいりたいと考えてございます。 

  Ｎｏ．４８でございます。 

  「潜在被ばくの評価は、年間放出量の一部が短期間に放出する事象を対象とし

ていることから、平常時被ばくに含まれる」としているが、事故時のトリチウム

濃度の高い処理水の急速な放出を年間の平均値に含めて、いわば時間平均で薄め

て評価することになり、正しい処理とは思えない。事故時のトリチウム濃度の高

い処理水の急速な放出を想定して、平常時とは区別して被ばく評価をしておくべ

きものと考えるということでございます。 

  こちらの回答でございますけれども、潜在被ばくの評価については、ご指摘の

とおり一時的に告示濃度限度を超える処理水が海洋に放出されることになってま

いります。一方で、トリチウムは被ばくへの影響が小さいということでございま

すので、トリチウム以外の核種のうち、外部被ばくに最も影響が大きい核種につ

いて告示濃度で希釈されないまま海洋に放出された場合の被ばく評価をしてござ

います。平常時被ばくに含まれるとしたのは、魚介類ですとか、船にくっつくで

すとか、漁港にくっつくですとか、そういった蓄積していくものでございまして、

その場で濃い水から出る放射線の影響については評価をしているというところで

ございます。 

  なお、トリチウムは船体や漁網、魚介類等への移行において濃縮されないこと、

その他の核種は放出される際に告示濃度限度総和１未満まで浄化されていること、

さらに万一事故等が発生した場合には必要に応じて魚介類の出荷制限等の措置も



- 11 - 

可能であることから、海水からの外部被ばく以外の被ばく経路は選定しなかった

ところでございます。 

  次のページ以降に、報告書よりも少し詳しく記載した参考資料１としておつけ

しました資料からの潜在被ばくの部分の抜粋を記載してございます。 

  ３０ページが手順ですね。こちらのほうは報告書には載せていなかったのです

けれども、今後の改訂等でこちらを記載してまいりますが、まず、被ばくシナリ

オの選定というのを最初にやってございます。３１ページに、被ばくシナリオの

選定の考え方を示してございますけれども、結局、今回はＡＬＰＳ処理水の海洋

放出に係る設備は、水自体が浄化後の水で、トリチウムだけが告示濃度を超えて

いるという、こういった水でございますので、高いとはいっても、トリチウム以

外については法令の限度未満となっているものです。その中で最も高い、影響の

大きい核種について、告示濃度いっぱいで含まれているという仮定で評価をした

ものでございます。 

  ３２ページが具体的な評価の内容でございまして、対象核種としてＴｅ－１２

７というものを使って、２日でタンク群１万ｔが放出されるというような、先ほ

どありました通常の放出量の５００ｍ３／日の１０倍といった保守的な設定をした

ものでございます。 

  それで計算をして、結果として３５ページに、こういったことで１日そこにも

し船がいたとしても、７．３Ｅ－０５ｍＳｖという、事故時の判断基準と比べて

非常に小さい値となったという評価をしてございます。 

  次に、Ｎｏ．５４でございます。 

  東電の回答は「説明の仕方として工夫していきたいところもある。」となって

いるが、説明の仕方だけでなく、コメント１、２で述べたような異常時対応の検

討やリスク評価を行って結果を具体的に示すことが風評対策上でも重要であると

いうことでございます。 

  こちらのほう、異常事象の抽出については、設備の検討で詳細な評価を行って

おります。そちらの評価につきましては、結果としては異常時のＡＬＰＳ処理水

の放出は最大でも１．１ｍ３程度との評価となっております。放射線影響評価報告

書については、これをさらに超えるような、今ご説明しましたとおり、通常放出

では１０倍、１日で５，０００ｔが流出するというような動きを取ってきて評価
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をしてございますが、ご指摘いただいた点も踏まえまして、改訂の際にはそうい

った設備側の検討結果なども踏まえてお伝えしてまいりたいと考えてございます。

異常時対応といったところは先ほど最初にご説明したとおりでございます。 

  ３７ページ、Ｎｏ．５６でございます。 

  風評被害対策上では、放出水による被ばく評価だけでなく、放出によって現状

の汚染状態に追加される汚染量が極力少なく実質的にゼロであることが求められ

る。このような観点から、トリチウム及びその他の核種についての評価結果が現

状の周辺の汚染レベルと比べどの程度になるかというような説明が欲しいという

ことでございます。 

  回答でございますが、現状の発電所港湾付近の海水中放射性物質濃度は、セシ

ウム１３７で通常０．１Ｂｑ／Ｌ前後で、時に１Ｂｑ／Ｌまで上がる場合がある

といった状況です。トリチウム濃度については１Ｂｑ／Ｌ前後となっています。

ＡＬＰＳ処理水の放出に当たっては、こういった水で放水口におけるトリチウム

濃度が１，５００Ｂｑ／Ｌ未満となるように希釈していくということになります。 

  トリチウムについては、実質ゼロとまでは言えないかと思いますけれども、ト

リチウム以外の核種については、告示濃度比総和１未満となるまで浄化されたも

のであること、それから海水によって１００倍以上に希釈されるということです

から、こういった周辺の海域に付加される濃度としては極めてわずかであると考

えております。こういったことの記載についても、報告書改訂の際に考慮してま

いりたいと考えてございます。 

  次に、Ｎｏ．５７でございます。 

  海洋放出による周辺環境への放射線影響（次回改定の方向性）：資料３（ｐ４

４）でございまして、先ほどの改訂の、資料のページでいうと４１ページだと思

います。 

  追加的な評価として、“有機結合型トリチウム（ＯＢＴ）考慮による被ばく線

量評価値への影響”が記されている。海産物（魚貝類や海藻）へのＯＢＴ濃縮は、

まだよくわかっていないところもあるのが実情と思う。もちろん実際に問題にな

るとは思ってはいないが、人のトリチウム代謝では、トリチウム水（ＨＴＯ）の

生物学的半減期は１０日間であるのに対して、ＯＢＴのそれは交換型で４０日、

非交換型は３５０日とある。またＯＢＴの線量計数はＨＴＯの約２．３倍とも言
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われている。このようなＯＢＴに関しては、県民・国民の中には心配される方も

あると思うので定期的なモニタとその結果の公表が望まれる。風評被害の点から

も大切と思うということでございます。 

  ご指摘のとおりでございまして、ＯＢＴについては、報告書の次回改訂の際に

追記してまいります。こちらは最初の報告書に載せなかったということで、改訂

の際に対応してまいります。 

  それから、モニタリングにつきましてですが、これまで１地点のみ、熊川の沖

合のところでだけ、魚のトリチウム濃度（ＨＴＯとＯＢＴ）を測定してまいりま

したけれども、こちらは前回ご説明しましたとおり、そのほかの魚のサンプリン

グ地点１１地点に拡大して実施して公表してまいります。 

  次に、Ｎｏ．６０でございます。 

  ＡＬＰＳ処理水放出に伴う海域モニタリングの強化・拡充の要否・方法等につ

いては政府のモニタリング調整会議等を踏まえながら検討するとしている。福島

県原子力発電所廃炉に関する安全監視協議会環境モニタリング評価部会にて定期

的に海域モニタリングの実施状況や検討状況について審議し、適宜確認すること

としている。これらについて適切に対応し、説明等、実施願いたいということで

ございます。 

  こちらについては、前回、２月２５日の第４回モニタリング専門部会でご説明

したとおりでございますけれども、最終的な計画がまとまった段階で改めてご説

明してまいりたいと考えてございます。 

  Ｎｏ．６６でございます。 

  現段階で計画している海底トンネル出口の形状や放水諸元を明示してほしいと

いうことでございます。 

  こちらは、次の４１ページに図が載ってございますとおりでございまして、ト

ンネル出口は、こういったケーソンでつくりました河口の中から上に向かって２．

５ｍ×２．５ｍの矩形の排水口を経て上方に排出する計画でございます。 

  ４２ページ、Ｎｏ．６７でございます。 

  資料５－１，資料５－２については、説明いただきたいということで、今回こ

ういった形で資料の形にしてご説明させていただきました。 

  最後、Ｎｏ．６８ということで、「ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に係る放射線影
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響評価結果報告書」の県民向けのわかりやすい説明書を作成して提示していただ

きたい。環境影響評価の前提として、処理水に含まれる核種が環境中に放出され

た場合、濃縮や飽和等の変化が起こるのか、長期間継続して放出された場合、ど

のように変化するのかをわかりやすく説明する必要がある。また、放射線影響評

価で使用されている算定式については、県民にも理解できるようにわかりやすい

解説が必要である。また、放射線影響評価の結果をどのような基準で評価するの

か、わかりやすく説明する必要がある等考慮して対応いただきたいということで

ございます。 

  こちらもいただいたご意見を踏まえまして、報告書の改訂などというのは、概

要版みたいなもの、昨年１１月の公表のときにも概要版というものをつくらせて

いただきましたけれども、そういったものも含めて、わかりやすい説明になるよ

うに検討してまいりたいと考えてございます。 

  本日ご用意した資料の説明は以上でございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  では、質疑をお願いしたいと思いますが、初めに県からお話をさせていただき

ます。 

○放射線監視室長 

  福島県放射線監視室長の三浦です。 

  それでは、私から３点意見させていただきます。 

  まず１点目は、資料１－３、１ページ、質問Ｎｏ．４の異常値の設定について

です。 

  回答の３ポツ目に「海域でのモニタリングは、念のため行うものであり」とあ

りますが、ＡＬＰＳ処理水の海洋放出に伴う海域環境モニタリングは重要です。

ＡＬＰＳ処理水の放出後に海域の放射性物質濃度が想定を超えて上昇するような

場合は、ＡＬＰＳ処理水の放出を一旦停止するなどの措置が必要と考えます。よ

って、異常値については、ＡＬＰＳ処理水の放出が開始される前に設定しておく

べきではないでしょうか。 

  次に、２点目です。資料１－３、４３ページ、質問Ｎｏ．６８の放射線影響評

価結果報告書の県民向けのわかりやすい説明書の作成についてです。 
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  回答は、「いただいたご意見を踏まえて、今後の報告書の改訂等、説明を検討

してまいります」とあります。ＡＬＰＳ処理水の海洋放出による放射線影響評価

結果は、人及び環境への影響は極めて軽微であるとされておりますが、県民の中

には大きな影響があるのではないかと不安を抱く方が多くいらっしゃいます。Ａ

ＬＰＳ処理水の海洋放出に対する風評を抑制するためには、放射線影響評価結果

を県民にも理解できるようにわかりやすく説明する必要があると思いますので、

ぜひご対応いただくようお願いします。 

  最後、３点目です。資料１－１、資料１－２、今ご説明いただいた資料１－３

もそうですが、これまで出された意見に対する東京電力の回答についてです。東

京電力からの回答の中で、検討したい、検討してまいりますという記載が多くあ

ります。検討した結果については、今後モニタリング評価部会などでご報告いた

だくようお願いします。 

  以上３点です。 

○議長 

  ただいま県から３つお話をさせていただきました。東京電力さんからコメント

等があればお願いいたします。 

○東京電力 

  コメントありがとうございます。東京電力、岡村から回答いたします。 

  まず、１つ目の異常の基準の件でございますけれども、こちらのほう、念のた

めと書いたのは申し訳ありません、ちょっと不適切だったかなと思います。基準

については、放出前に決めるべきだということでございますけれども、これから

放出前のモニタリングをしていく中で、検討して決めていきたいと考えてござい

ます。 

  それから、県民に向けた資料をわかりやすくということでございますけれども、

こちらは我々も認識してございますので、対応してまいりたいと考えてございま

す。 

  それから、３番目の検討すると言った点について、こちらは今後のモニタリン

グ評価部会でまとまり次第ご報告してまいりたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

  ありがとうございました。 
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○議長 

  では、引き続き質疑をお願いしたいと思います。専門委員の先生、そして市町

村の方々、その他の方々、あわせて質疑をお願いしたいと思っております。いか

がでしょうか。 

  では、初めに植頭先生からお願いいたします。 

○植頭委員 

  質問させていただきます。 

  資料１－３、３８ページのＯＢＴの分析の部分でございます。今回、回答の中

で、１１地点に拡大して実施するということは評価できると思います。ただ、Ｏ

ＢＴの放射能の結果を出すだけではなくて、その結果から少し保守的なシナリオ、

例えば海産物を毎日１ｋｇずつ１年間食べ続けるみたいな保守的なシナリオで内

部被ばくの量を換算していくことが大事だと思っているので、せっかく分析をす

るということであれば、ぜひその評価までしていただければと思います。 

  以上です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

  これまで分析した結果では、５年ぐらいやってきたのですけれども、今のとこ

ろまだＯＢＴはこれまでの検出下限値だと不検出ということになってございます

けれども、この辺の説明についてはちょっと工夫してやっていきたいと思います。

ありがとうございます。 

○植頭委員 

  放射能だけで終わるんじゃなくて、最終的には人への影響というところが大事

になってくると思いますので、その点ご留意ください。よろしくお願いします。 

○東京電力 

  はい、ありがとうございます。 

○議長 

  では、続きまして、高坂先生からお願いいたします。 

○高坂委員 

  私も３点申し上げます。 

  資料の１ページのＮｏ．４についてです。これは、先ほど県からご指摘、ご意 
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 見がありましたが、最終的には海域側の、２ページにあるように測点数を増やし 

 てモニタリングをして確認するということですけれども。これは放出が実際行わ 

 れた以降にモニタリングを開始するのではなくて、放出開始前に事前のモニタリ 

 ングをして通常の濃度値とその変動幅を確認しておいて、それから異常値を設定 

 しておくことが大事だと思います。県とのご議論であったように、今後、放出開 

 始の約１年から事前モニタリングをして、通常の値の変動幅を確認しておいて、 

 それからどの位逸脱した場合に異常であるとするかを事前に設定しておくことは 

 大事だと思います。それはぜひやっていただきたい。その後、運転実績が出て、 

 データが蓄積されたら見直ししていくということで良いと思います。それは県か 

 らの指摘に対して回答されたように確実にやっていただきたいと思います。かつ 

 放出された後に海域のモニタリングをして確認するというのは、どうしても後追 

 いの対応になります。やっぱり、放出している最中にリアルタイムで監視して異 

 常が出た場合には異常時対応を取れるようにするというのが本来の対応です。希 

 釈放出管理値については、ご説明いただいたように、海水流量とＡＬＰＳ処理水 

 の濃度をベースにして、放出されるときの希釈率（運用値）というか、希釈後の 

 放出する濃度（運用値）を設定して、それに基づいて、ＡＬＰＳ処理水の濃度か 

 ら、制御システムで計算・評価した値で示されます。リアルタイムの濃度（評価 

 値）を確認、監視して、その評価値が運用設定値から設定した異常値を超えたら 

 異常という判断をするのだと思います。多分異常値の設定は通常は２段階あると 

 思うのですけれども、警報のレベルとそれから系統をトリップ、停止させるレベ 

 ルです。要は高警報と高高警報だと思うのですけれども、評価値による濃度のリ 

 アルタイム確認と異常値の設定をする必要があると思うので、それらを十分検討 

 して実施いただきたいと思います。それらを反映した運転手順書を作って、希釈 

 放出時のリアルタイムの濃度の確認と希釈放出濃度の異常値の検知と異常時対応 

 ができるようにしていただきたいと思います。それで運転経験を積んでデータを 

 蓄積したら、それを踏まえてリアルタイムで希釈放出濃度の通常値と異常値の設 

 定をし直してきちんと運転管理し対応できるようにしておいていただきたいとい 

 うのが１点目です。 

  それから、２点目で、７ページです。海水と接触することで沈殿物が生じて放

出されて影響が出る場合があるのではないかという意見への回答がされましたが。
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５ページ以降で、ＡＬＰＳ処理水の以前の分析データが示されていて、それを見

ると、一般排水処理管理要領に基づく４６項目については、分析値はずっと小さ

い値であり許容値内であることを確認してあり問題ありませんという回答をされ

ているのですけれども。ただ、最近はＡＬＰＳ処理水タンクの残水が問題になっ

ていて、粒子状で高濃度の放射性物質が沈殿し残存しており、それをどう処理す

るか課題になっています。そういうものがＡＬＰＳ処理水に伴って、測定・確認

用タンク群に流入しないかということに対しては十分気を使っていただきたい。

ＡＬＰＳ処理水タンクから測定・確認用タンク群にＡＬＰＳ処理水を移送すると

きに、そういう粒子状の放射性物質が流入させないように処理をすること、また

測定・確認用タンク群を長期間にわたり循環攪拌運転をつづけることで粒子状の

放射性物質がタンクの底部に沈殿物として溜まることが懸念されるので、タンク

の清掃や、タンク底部の蓄積物や沈殿物を洗浄除去すること等の対応を十分検討

してやっていただきたいというのが２件目です。 

  それから、３件目ですが、２０ページのＮｏ．３７で、放出した海水が取水の

海水に再循環しないことは非常に重要だと思うのですけれども、希釈海水を海底

トンネルを通して沖合１ｋｍから放出することによって再循環しにくくしている

という説明でした。ですが、一部が再循環したとしても環境への影響はほとんど

無いこと、環境影響評価の結果は変わらないことを、ＡＬＰＳ処理水放出に伴う

周辺海域の拡散移送解析によるシミュレーションの結果から説明ができないか検

討いただきたい。Ｎｏ．３７の追加回答にて、５、６号機の取水に相当する放水

口付近は１～２Ｂｑ／Ｌ位の濃度のゾーンができている。それでも放出基準の１，

５００Ｂｑ／Ｌのトリチウムの濃度に比べては１，０００分の１、０．１％なの

で、ほとんど影響はないということですけれど、それでも、年間放出量２２兆Ｂ

ｑが１年間続くと沿岸部が２Ｂｑ／Ｌぐらいまで上がっている状態が続くと。そ

れが２０～３０年間続くとした場合、蓄積して濃度が上がることはないかの評価

が必要だと思います。例えば、取水側に２Ｂｑ／Ｌに若干濃度が上がったものが

入ったものがまたもう一回希釈水として使われる、さらにそれが０．１％上昇す

ると単純に１．００１倍になるので、例えば２０年間繰り返されると、１．０２

倍になり２％位上がって、１，５００Ｂｑ／Ｌの２％で３０Ｂｑ／Ｌ位に沿岸部

の海水濃度が上昇することになる。再循環の影響をきちんと評価していただきた
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い。取水側に２Ｂｑ／Ｌの濃度の海水が入ったとしても影響がないのか、何年続

いても有意な濃度の上昇はないというのであれば、それをシミュレーション解析

等で評価した結果を示して、再循環による濃度上昇によって環境への影響や風評

被害への影響することはないということを説明していただきたいというのが３点

目です。 

  ちょっと時間がないので、質問は以上の３点に限らせていただきました。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

  １番目の事前に決めることですとか、あと希釈の監視のところでございますけ

れども、そういったところ、ちょっと設備側で既に検討しておりますので、そう

いったことも含めて対応はさせていただきたいと考えてございます。 

  それから沈殿物の件で、タンクのほうに昔の沈殿物とかそういったものが移送

されないようにということでございます。それからタンクの清掃。こちらのほう

も、タンクに受け入れる前にフィルターを設ける等、検討しておりますので、適

切に対応してまいりたいと思っております。タンクの定期的な清掃等も考えてご

ざいます。 

  それから、再循環の件でございますけれども、現実には１年間ずっと出し続け

て、それを３０年間出し続けるということはなくて、設備の点検ですとか、あと

分析、大体、設備利用率８０％とかそういったことでございますので、ずっと出

し続けるということではございません。 

  それから、日々のシミュレーションの結果についてはホームページで公開させ

ていただいておりますけれども、海流の流れというのは日々変わるということで、

拡散の形状も変わっていって、濃度も上がったり下がったり拡散はしていくとい

うことから、実際にはそういったご指摘のように上がり続けるということはない

と思いますけれども、それと説明が足りていないということも事実かと思います

ので、そこは改訂のときに工夫してまいりたいと思っております。ありがとうご

ざいます。 

○高坂委員 

  わかりました。検討をぜひよろしくお願いします。 

  最後の再循環の件は、一応、この今回の回答で２Ｂｑ／Ｌぐらい未満まで上が
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りますよという評価で、０．１％で影響がない、ここで終わってしまっているの

で、今説明されたように、実際の実績ではこんなにいかないのですよと、実際の

評価ではほとんど現状の環境と変わらなくて有意な変化というのは現れないので

すということが説明できるのであれば、そういうこともきちんとしていただきた

いと思うのですけれども。 

○東京電力 

  はい、わかりました。ありがとうございます。 

○高坂委員 

  以上です。ありがとうございました。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  続きまして、岡嶋先生からお願いいたします。 

○岡嶋委員 

  今までもご指摘があった点の繰り返しになる部分もあるかもしれませんが、３

点ほどご質問あるいはコメントさせていただきたいと思います。 

  まず、基本的なスタンスなのですが、やっぱり県民の方に安心を与えていただ

くようにということの説明をしていただくのがありがたいと私は思っています。

先ほどの指摘の点のことも踏まえて、その辺のところは十分、単に技術的な説明

だけではなくて、それによって県民の方にどのような安心を与えていただけるの

かということも踏まえたご説明をぜひお願いしたいと思います。 

  その１つが、先ほどからお話しになっている異常値の扱いについてなんですね。

例えば資料１－３の３ページのところに、異常値を確認した際の対応手順という

のが書かれているのですが、一番最後に、３日間にわたって１０地点の海水サン

プリングを実施して、異常がないことを確認とあります。逆に言うと、じゃあこ

れでどれか１つの異常があったら海洋放出を一旦止めて確認していくのかどうか

というところまで入らないと、確認した際の対応手順にまで至らないように思い

ます。そういうことを県民の人は知りたいのではないかと私は思うのですね。ま

た知って安心するのだろうと。  ですから、そういうことをやっぱり書いてい

ただきたいというコメントと、あわせて、先ほどからおただしがあったように、

まずその大前提は、放出する前、直前のところでの濃度と海水がきちんと所定量
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入っているというモニタリングの結果があって、それが大前提の上で放出してい

ただく先で異常値があるかないかの確認だと思いますので、やっぱり異常の確認

のところではそのプライオリティーがあるだろうと。そうすると、まずその大前

提を確認して、そこで異常があれば放出はやめますと。その後、そうではなくて、

そこは大丈夫だけども、その先のモニタリング、海水サンプリングをやったとこ

ろでそういう異常があったときにはこうしますというようなところまで書いてい

ただくのが安心を与えていただく一つの取組じゃないかなと思いますので、ぜひ

そういう形の書きぶりをしていただきたいというコメントです。 

  それから、２つ目は、同じく資料１－３の４ページから、海水と接触すること

で沈殿が生じということが書かれています。ということは、私、化学屋じゃない

のでよくわからないのですが、化学的分析結果から考えて、沈殿するような量に

はならないとおっしゃっているのですが、考えていらっしゃる、気にされている

ことは多分、こういう分析結果でこんな金属が出てきますよという結果まで示さ

れているのですが、じゃあそれらが海水と反応、化学的な何らかの反応を起こし

て沈殿に至るか至らないかまでを書いて答えていただきたいと思っているのです

よね。そうでないと、これは質問の答えにはなっていないんじゃないかなと私は

感じました。そういうことで、この後、分析結果がたくさん書かれているのです

が、その結果、海水と沈殿してもこの程度でしょうという評価があって、だから

海水とは沈殿が考えにくいのですよという、そこまで踏み込んだ答えをしていた

だかないと、これは回答になっていると僕には思えませんでした。ぜひご検討を

お願いしたいと思います。 

  ３ポイント目なのですが、シミュレーションについてです。例えば１－３の１

９のところを見ると、今日のお話にもありましたが、セシウム１３７の濃度につ

いてシミュレーションの結果と実際の濃度との比較というのを示していただきま

した。２０１３年から１６年までということで１年ごとになっているのですけれ

ども、年間平均濃度と書かれているのですが、まず条件がはっきりしなかったの

は、これは各年ごとに海水の海流ですかね、その平均値になっているのかどうか

というところがよくわからない。極端に言うと、同じ条件の同じような海流であ

れば同じような分布しか出てこないと思うのですよ。分布に、２０１３年から１

６年に違いがあるということからすると、少し違っていると思うのですよね。特



- 22 - 

に２０１３年と比較すると。そういう条件ということからすると、毎年平均的な

海流分布を基に計算した結果なのか。その辺のところがよくわからなくて、ただ、

こうやって見てほぼ同じ形でしょう、だから似ているでしょうというのは、ちょ

っと説明としては片手落ちかなという印象を持ちました。 

  その辺のところもやっぱりもう少し丁寧なところを少し、そんなに詳しい説明

は要らないと思うのですが、年間の平均での海流分布を考慮した結果がこういう

形になっていて、その年間平均値との値でこれぐらい合いますとか合わないです

というお話をしていただくほうがいいのではないかなと。その辺のところを心が

けていただきたいと思いました。 

  以上３点です。 

○東京電力 

  東京電力の岡村でございます。ありがとうございます。 

  まず１番目、安心のための説明ということで、例として異常値のときの扱いで、

ちゃんと３日間のモニタリングの結果をどうするかというものまで含めて書くと

か、あと前段の希釈率の特性とか、そういったところまで含めて説明すべきだと

いうところで、ありがとうございます。私もちょっとモニタリングだけの話で書

いてしまったので、大変申し訳ありません。一貫した流れの説明ができるように

改善してまいりたいと思います。 

  それから、２つ目の沈殿物についても、おっしゃるとおりでございまして、ど

れぐらいの量ができてくるのかということも含めてちょっと考えたいと思います。

ありがとうございます。 

  それから、３点目の拡散のシミュレーションの件でございまして、大変申し訳

ありません、２２ページ目で、同じ文献を使ったデータでは過去の実気象、海象

のデータによるということを書いたのですけれども、前のところはそういったこ

とを省いてしまいまして、配慮が足りなくて申し訳ございません。そういったと

ころもきめ細かく対応したいと思います。どうもありがとうございます。 

○岡嶋委員 

  ぜひ、県民の皆さんへの安心を与えるという立場で、そういうポイントのとこ

ろを見て対応していただければと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 
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  以上です。 

○東京電力 

  どうもありがとうございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  では、続いて原先生からお願いいたします。 

○原委員 

  私、説明の中で、岡嶋先生のおっしゃった沈殿の話ですよね。４ページ目のＮ

ｏ．７の質問の次の次に、タンクの中のＳＳを測ったという話があって、ちょっ

と誤解されていると思っているのが、こういうＳＳにこういうものがくっついて

いくんじゃないという質問と、析出する話は全然別なので。海水に混ぜた途端に

と、田上先生がおっしゃったでしょう。化学反応させていると。混ぜれば混ぜる

ほど化学反応させていると同じ行為をしているわけだから、それで塩ができてい

るのですね。金属が塩になって、重量を増してどこかに沈殿するということを皆

さん心配しているのですよね。そこのところをちょっと誤解があるようなので。

この説明だと単なるまやかしでしかない。ＳＳにしても、海水の中のＳＳにくっ

つくという話はまだ残っているわけで、タンクの中にＳＳがないからＳＳとくっ

つかないという話にはならないということで、この辺はちょっと、何か下手する

とごまかしをしたんじゃないのと言われかねないので気をつけていただきたいな

と思います。 

  それから、再循環の話については０．１％とまあまあ安心するのですけれども、

淡水で出したときと海水に混ぜて出したときって密度差が違うのですよね、多分

ね。それをシミュレーションでやって全然問題ないので５００ｔの話が後で出て

きましたよね、何ページか。それが淡水と海水の違いの話を言っているわけで、

海水で放出するのと淡水で放出するのは全然密度が違うので、拡散の仕方もある

程度違うと。再循環でもそこら辺関係するんじゃないかと思うのですけれども。

そこは専門じゃないので、水鳥さんがいらっしゃるから水鳥さんにバトンタッチ

していきたいと思うのですけれども、そこら辺のことを考えると、実態は０．１

％で済まない可能性もある。ただ、その対策としては、再循環が数％あろうが、

その分をトリチウム放出量を減らしていけばいいわけだから。そういうことをト
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ータルで考えて、現実に合わせたことをやっていただければ、私はシミュレーシ

ョンにこだわるものではない。 

  私からは以上です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。まず、沈殿物の件でございますけれども、岡嶋先生か

らもご指摘受けましたとおり、化学反応とかそういったところも含めて、どうい

った説明ができるか検討してまいります。 

  それから、再循環につきましては、モニタリング評価部会ということで設備の

説明はしてございませんけれども、放水立坑から海底トンネルに入る手前のとこ

ろで、均一に混ぜるための配管ですね、配管の中でしっかり混ざるような設計を

してございますので、最大５００ｔのＡＬＰＳ処理水に対して３４万ｔとか１７

万ｔとか、そういった海水を混ぜていくことになりますので、密度差みたいなと

ころはほとんどないと考えてございます。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○原委員 

  先ほどの析出の話なのですけれども、塩ができるということであれば、それが

どこにフォールアウトするのかなというか、構造的には傾斜をもって一回下がっ

て１ｋｍ行くわけで、一回下がって水平になってまた上がるというような構造に

なっているから、水平の部分にたまったりしないのかということが後で問題にな

ると思う。そこら辺のことも、どんな時間でどんなものができて、どうなったら

どうするんだということも検討していただければ、より安全かなと、安心するの

かなと思いますので、よろしくお願いします。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  では、続きまして、水鳥先生からお願いいたします。 

○水鳥委員 

  私からは４点コメントさせていただきます。 

  先ほどの資料１－３の追加質問Ｎｏ．１１、ここで近傍海域での処理水の拡散
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挙動に着目した検討についてコメントしております。この近傍での処理水の拡散

挙動が、この後の被ばく線量や安全性の評価にどれだけ必要かということはよく

わからないところもあるのですが、Ｎｏ．３１の東電からの回答の中で、このモ

デルでは希釈水の流速を考慮していないというご回答がありました。こうした点

もあるので、希釈水の流速、流動も考慮した近傍での検討が必要であるならば、

ＲＯＭＳのモデルにこだわらずに、こうした点に着目した適切な別途のモデルで

検討するということも十分考えられるのではないかと思います。 

  次に、Ｎｏ．３８の質問です。ここで、海域流動計算結果の再現性を確認する

ために、海域流動計算結果と現地観測データとの比較などを示してほしいと質問

いたしました。ご回答は次のページにありますが、これは濃度の計算結果と現地

観測結果の比較なので、海域流動の計算結果に関するご回答ではないと思います。 

  Ｎｏ．８のところで今回使ったＲＯＭＳのモデルの評価についてコメントいた

しましたが、ＲＯＭＳの計算というのは高解像度で海域流動の再現できるという

点が一番の長所であり、そういう意味では、計算された海域流動の計算結果がい

かに実際の海域流動を再現できているかということを示すことが重要なポイント

ではないかといます。恐らく計算された側もこういった計算結果と現地観測結果

との比較検討はされているのではないかという気がします。また別途の機会、次

回以降でもそういったデータがあればぜひ示していただきたいと思います。 

  次に、３点目、Ｎｏ．３９です。ここで、海水中濃度における最上層平均濃度

と全層平均濃度との相対的な関係を理解するために、中間層や海底層の濃度分布

をお示しいただきました。 

  お示しいただいた図を見ると、中層ということで海面下４ｍ、底層ということ

で海面下１０ｍの結果を示していただいていますが、私がお聞きしたかったのは、

被ばく線量評価で使われている最上層平均濃度と全層平均濃度を比べると、大体、

最上層を１とすると全層の平均は概ね４割から５割の間ぐらいの濃度になってい

て、その関係から見たときに、鉛直方向の濃度分布はどのようになっているのか、

と思ったわけです。今示していただいた１０ｍ層までの濃度分布を見ると、表層

が一番高くて、中層、底層になると低くなっているかというと、必ずしもそうは

なっていない。恐らく全層平均というのはもっと１０ｍよりも深いところの濃度

の状況を見ないと、この表層と全層平均との関係が見えてこないという気がしま
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す。その辺のところを、口頭でも結構ですので、追加で説明していただければと

思います。 

  最後です。Ｎｏ．６６、ここで海底トンネル出口の形状や放水諸元を明示して

ほしいとお願いし、次のページに詳細な図面をつけていただきましたが、放水諸

元のところでよくわからない点があるので追加で教えていただきたい。例えば単

純に日量５００ｔの処理水を１００倍海水で希釈したと仮定すると、２．５ｍ×

２．５ｍの放水口から出る流速は毎秒１０ｃｍぐらいになります。以前の意見交

換の資料で、たしか出口流速は１ｍ／ｓぐらいでというご説明があったような記

憶があります。処理水日量５００ｔの１００倍希釈という想定が間違っているか

どうか、教えていただきたい。それから先ほどの原委員のお話の中で密度差の話

があったのですが、処理水は淡水ですから１００倍に海水で希釈されているので、

密度差は非常にわずかだと思いますが、どの程度の密度差で排出されるのかとい

う点も教えていただければと思います。 

  以上です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

  まず、放水口周辺のシミュレーション、ＲＯＭＳだけじゃない方法もやってみ

たらどうかということでございます。こちらについては今後検討してまいりたい

と思っております。ありがとうございます。 

  それから、流動の再現計算の結果はないのかということでございますけれども、

こちらは、すみません、私がご質問の趣旨を完全に理解してございませんで申し

訳ありません。図の下に引用の文献が記載してございますけれども、文献の中に

はこういった比較も記載されておりますので、次回以降、これはまた別の機会に

ご報告したいと思います。再現性はよく再現されているということでございます。 

  それから、Ｎｏ．３９の上下の濃度でございます。こちらのほうは１０ｋｍ×

１０ｋｍの平均濃度というところまでちょっと思いが至らなくて申し訳ございま

せん。２５ページの左上の断面図が岸から沖に向かっての断面図になってござい

ますけれども、こちらは５ｋｍまでしか記載してございません。実際に１０ｋｍ

まで考えますと、この濃度の形が、下のほうはあまり水深がどんどん深くなって

いく、緩やかですけれども深くなっていくということで希釈が進んでいくのです
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けれども、表層についてはそれ以上上がないのでそんなに希釈していかないとい

うことで、結果として１０ｋｍ×１０ｋｍで取ると、上のほうが高い濃度になる

ということと理解してございます。申し訳ありません。 

  それから、最後の放水口の流速の件でございますが、資料としては１００倍以

上の希釈ということで書いてございますけれども、実際には海水の希釈ポンプが

１台当たり１７万ｔ、１日当たりということで、５００ｔに比べると実際には１

７万ｔですので、１００倍よりも大分多いということ、それから全部でポンプが

３台ありますので、最大だと３倍の日量５１万ｔということになりますので、結

果として１ｍ／ｓぐらいになる場合もあるということでございます。常に１ｍ／

ｓということではございませんけれども。 

  以上でございます。ありがとうございました。 

○議長 

  水鳥先生、よろしかったでしょうか。 

○水鳥委員 

  今の回答内容は理解しました。今回示していただけなかったデータについては、

また別途、後日示していただければと思います。 

  あと、少し蛇足ですが、このＲＯＭＳの海域流動計算は、実現象にかなり近い

海流の変動をシミュレーションしているものなので、そういうところをきちんと

理解していただけるような資料をつくられた方が良いと思います。どのような海

域流動場で評価しているのか、この資料だけではよくわからないので、もったい

ないという気はいたします。 

  以上です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。ちょっと工夫したいと思います。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  続いて、長谷川先生からお願いいたします。 

○長谷川委員 

  まず言っておきたいのは、このＡＬＰＳ処理水の海洋放出に関わって、モニタ

リングをやることの一番大事なことは、結果としてＡＬＰＳ水を含め、サブドレ
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ンとか地下水バイパスとか、それからいろんなものがあります。そういうものを

ひっくるめて、どれだけどうなって、例えば海底土だとか、あと海産物だとか、

そこの放射能濃度がどう変わっていくか、丹念に測定して、それのトレンドを説

明していただきたいと思うのです。それがこのＡＬＰＳ処理水を含めて、増えた

のか、減ったのか、変動しているのか、そういうことがはっきりわからないと県

民の方は不安に思うと思うのです。単に告示濃度を守っている、どうだこうだと

いうことで済むような状況にないのです。それは法律でいえばそのとおりなので

す、問題ないのです。だけども、県民の方、国の内外で今一番要求されているの

は、今実際どうなっているのか。ＡＬＰＳ処理水放出前にはこうで、それが１０

年２０年３０年進めていったらどう変わっていくかということをちゃんと示さな

いと、やっぱり風評被害はなかなか減らないような気がします。ですから、単な

る技術的な、あるいはいわゆる科学的な観点というだけの問題ではないと思うの

です。そこをよく強調しておきたいと思うのです。ここの評価部会で言うべきか

どうか、ちょっとわかりませんけれども、それがなしでこういうことを細々と言

われても、あんまり、必須ではありますけれども、それじゃ済まないなというの

が私の正直なところです。ですから、トレンドをちゃんと示していただく。今ま

での例えば環境モニタリングで、トリチウムとかセシウムとかストロンチウムの

濃度が時々スパイク状にたまに変動していたのですね。それについては何の説明

もないのです。単にこうなって、こうなった。だけど、本当に風評被害を減らし

たいと思うなら、そういうときにどういうことがあった、単に台風の問題があっ

た、何か海流が変わった、そういうことをひっくるめてちゃんと誠実に示すこと

が大事だと思うのです。それがないとあんまり意味がないというか、必須ではあ

るけれども、風評被害の収束に一直線で向かっていくということにはならないん

じゃないかというのが第１点の問題です。 

  それから、第２点は、先ほど言っていただいたＯＢＴの測定を出していただく

と。これは非常にありがたいことなので、ぜひ実行していただきたいと思います。 

  それからもう一点は、シミュレーションに関してなんですね。例えばＪＡＥＡ

とか電中研なんかのシミュレーションの結果を見ると、あれは３・１１直後付近

のセシウムの拡散のシミュレーションなんかを示しているのですが、そこでは沿

岸に沿ったような流れのほかに、東側に向かう流れがあるのですよね。ところが、
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今回のあれには、濃度が薄過ぎてそれが出てこないのか、同じ過程でやっている

のかどうか、ちょっと素人の素朴な質問なのですが、以上３点です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

  １点目のモニタリングデータの示し方ですね。ここはおっしゃるとおりでござ

いまして、ＡＬＰＳ水だからというわけではないのですけれども、いろいろとト

レンドの中で変動した場合等、丁寧な説明をしていきたいと思います。どうもあ

りがとうございます。 

  それから、ＯＢＴの件、魚の測定、それからあと今回回答のほうも追加してご

ざいますけれども、それらもしっかりやらせていただきたいと思っております。 

  それから、シミュレーションのほうで、過去のセシウムのときには東側に出て

いく流れがあったということでございますけれども、おっしゃるとおり、茨城で

すとか千葉ですとか、福島の沖合で東に向かって一部流れていくというのがセシ

ウムのときにはいろいろと公表されてございます。今回の計算も、もともと同じ

モデルを使ったりして計算しているので、薄いところまで書くとそういったもの

も出てくるはずでございますけれども、今回バックグラウンドの濃度を０．１Ｂ

ｑ／Ｌということで、０．１Ｂｑ／Ｌ以上のところで絵を書いている関係上出て

こないということでございます。ありがとうございます。 

○長谷川委員 

  薄過ぎて出てこないということですね。 

○東京電力 

  はい。 

○長谷川委員 

このシミュレーションというのはどの程度のものだということを気にされる方

がおられるのですね。文献によれば、何か沿岸に沿った拡散よりも東側を強調し

て、グローバルにいうと太平洋側へ行くと、当然そっちのほうが強調されている

わけですね。ですから、何かそういうことと混同されることがあると思いますの

で、何か一言、注釈を加えていただければと思います。 

  それから、一番最初の問題は、ＡＬＰＳ放出水だけの問題でなくて、一連のト

ータルでどうなっているかというのと、サブドレンとか地下水ドレンが問題にな
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るとは私は決して思いません。だけども、実際ＡＬＰＳ処理水に割り当てている

線量当量はわずかなのですね。それ以外に液体廃棄物の取り分はいっぱいあるの

ですよね。それから来るのは何かどこかへ出てこないのかということがやっぱり

気になると思うのです。それをトータルでちゃんと示していただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○東京電力 

  ありがとうございます。少し、どういう説明ができるのか、検討してまいりま

す。ありがとうございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  では、続いて大越先生からお願いいたします。 

○大越委員 

  大越です。ありがとうございます。 

  私も長谷川先生とちょっと似た話になってしまって恐縮なのですけれども、３

８ページのＮｏ．５７で有機結合型トリチウムの測定の話が出ているのですけれ

ども、私は、東電さんも重々承知していただいていると思うのですけれども、や

はりバックグラウンドでの把握が非常に重要だと思っておりますので、今のとこ

ろ、１地点においてＯＢＴを測って検出限界以下というデータが得られていると

いうことなのですけれども、やはりここの質問にも書かれているように、海産物

へのＯＢＴの濃縮に関してはよくメカニズムがよくわかっていないということが

ありますので、実際のＡＬＰＳ水の放出開始前にやはりバックグラウンド、今度、

海産物の中に海藻を加えるという話もありますので、早めにそのデータを取得し

て、バックグラウンドを十分把握して、その海水中のトリチウムとの相関とか、

魚種によって違いがあるとかといったようなデータを取っておかないと、実際Ａ

ＬＰＳを放出して、その後測定して異常値といいますか、異常値であるかどうか

の判断が難しいと思いますので、事前のバックグラウンド測定、把握を早めにや

っていただくようにお願いしたいと思います。 

  以上です。 
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○東京電力 

  東京電力、岡村です。ありがとうございます。 

  モニタリングについては、今年の４月以降、開始する予定でございますので、

バックグラウンドの把握、しっかりやってまいりたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

○大越委員 

  よろしくお願いいたします。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  続いて、河井先生からお願いいたします。 

○河井委員 

  時間も押していますので、手短にお伺いします。 

  これから海底トンネルができて放出というオペレーションが順次始まっていく

という流れでご説明を受けているわけですけれども、そういった実際の作業に入

る前の、今いろんなものを考えて質問にお答えいただいているのがやっぱりシミ

ュレーションということを中心にしていて、言ってみればコンピューターの作業

の上での話なわけです。やっぱり県民の方の安心安全に対する安心感というもの

を考えた場合には、実際の海の中で本当に物質の流れというのがどうなのかとい

う、そこのところにどうしても行き着いてしまうと思うのですね。 

  そこでご質問なのですけれども、やっぱりシミュレーションなんかでつくった

ものって、本当に思ったとおりになるのだろうかと。何をやるかというと、例え

ば今回みたいな水の流れの検証なんかにおいては、トレーサーを使っていろんな

試験をやるということが行われていると思います。今回、できればその放水トン

ネルなんかの設計が始まる前、まさに現時点だと思うのですけれども、そういっ

たところで、時間的にそれが間に合わないのであればちょっと譲って、実際の放

出オペレーションが始まる前、実際に施設ができた後、まだコールドの状態でと

いうことになると思うのですが、何かトレーサーみたいなものを使った海流海象

の検証というのをされる予定はあるのでしょうかということです。 
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  実際、ラジオアクティブなものの放出の議論をしているわけだから、ラジオア

クティブのトレーサーを使うというのはちょっと問題があるだろうと。もしやる

とすればケミカルなもの、それも経時的に分解して、人体、環境への影響がなく

なっちゃうようなものを使うような、そんなトレーサーを使って試験するという

ことになるのでしょうけれども、いずれにせよ、そういう、いろいろな海流の実

際の流れを検証するような測定というのをされる予定というのはないのでしょう

かというのが質問です。 

○東京電力 

  東京電力、岡村です。 

  現時点ではそういった具体的な計測はないと思いますけれども、ちょっと社内

で確認してまいります。 

○河井委員 

  工程的にかなりきついものがあると思うので、考えるとすれば今だと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○東京電力 

  ありがとうございます。 

○議長 

  ありがとうございました。 

  申し訳ございません、予定している時間を超過しておりますので、議事につい

ては一旦ここで終了させていただきたいと思います。 

  本日はたくさんの先生方から様々なご意見をいただきました。特にＮｏ．４の

異常値の考え方であったり、あとＮｏ．７の沈殿物、そしてＮｏ．３７の再循環

の考え方、そして最後になりますが、Ｎｏ．６８のわかりやすい情報発信など、

様々なご意見をいただいたところでございました。特にＮｏ．６８でございます。

過日の全国の方を対象にした意識調査においても、正確な情報発信、わかりやす

い情報発信というのが本当に大事だなと、ここが大きな課題になっているなとい

うことを強く感じたところでございます。東京電力さんにおかれましては、県民

の立場に立って、わかりやすい情報の発信について心がけていただくように改め

てお願いしたいと思っております。 

  県といたしましても、そのような情報発信、東京電力さん、あるいは国にもし
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っかり求めてまいりたいと考えております。 

  本日はありがとうございました。 

  議事については以上になります。皆様から最後何かございますでしょうか。 

  では、本日いただいた意見を踏まえまして、これまでの部会での議論を一旦取

りまとめていきたいと考えております。引き続き、先生方にはよろしくお願いを

いたします。 

  以上をもちまして、議長の任を解かせていただき、進行は事務局にお返しをい

たします。 

 

４．閉 会 

○事務局 

  本日の部会では様々なご意見、ご質問をいただきましたが、追加のご意見など

がございましたらば、３月１１日金曜日までに事務局までご連絡をいただきます

よう、よろしくお願いいたします。 

  以上をもちまして、環境モニタリング評価部会を閉会いたします。 

  長時間にわたり、ありがとうございました。 

 


